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講演録 

金融所得課税の課題と展望 

―高齢化社会における老後資産形成支援と格差社会への対応― 

国士舘大学法学部教授 
酒 井 克 彦 

 
◆SUMMARY◆ 

 税務大学校和光校舎では、毎年、税に関する公開講座を開催しているが、本稿は平成 20 年

11 月 12 日（水）に行われた国士舘大学の酒井克彦教授による講演内容を取りまとめたもの

である。 
 本講演では、「金融所得課税の課題と展望」、副題「高齢化社会における老後資産形成支援

と格差社会への対応」と題し、前半では、現在、盛んに議論されている金融所得一体化課税

の具体的内容や金融税制改革におけるこれまでの議論（とりわけ「貯蓄から投資へ」という

政策目的の租税法への持ち込みの是否）を概観した後、後半では金融所得一体化課税による

損益通算の拡張は金持ち優遇策なのか、あるいは高齢化社会において金融所得課税はどのよ

うに位置づけられるのか、さらには格差社会の観点から金融所得課税をどう見るのかなど、

金融所得課税が直面している問題を今日の社会的問題と兼ね合わせて分かり易く説明されて

いる。 
（税大ジャーナル編集部）
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はじめに 

 本日は、現在問題となっている金融所得に

対する個人の税金の問題を取り上げます。私

が今からお話しようとしております「金融所

得課税」を巡っては、大変大きな議論が展開

されております。この問題は一部の投資家に

対する税制という捉え方もあるのですが、こ

こでは、局所的な、あるいは平面的な捉え方

ではなくて、社会全体からこの問題を捉え直

す必要があるのではないか、というような関

心の置き方を踏まえて、社会構造ですとか、

あるいは社会保障と税との関わりとか、更に

は税制に求められるものとは何か、といった

ような話にまで足を踏み入れて行ければいい、

と考えておるわけでございます。かような意

味で考えますと、本日、これから申し上げる

論題は、投資家の税制という切り口だけで展

開される話ではないということを、まず始め

に、皆様にお含みおきいただきたいと思って

います。 
 さて、本日の講座のポイントですが、今盛

んに議論されている金融所得一体化課税とは

そもそもどういうものなのか、ということを

まず理解したいと思います。そして、なぜ今、

金融所得課税に改革が必要なのかということ

ですね、その辺りも確認をしておきましょう。

また、金融所得一体化課税という言葉で表さ

れる税制はごくごく簡単にいうと金融所得に

生じた損失を他の金融所得と相殺をする、通

算という手法を使って相殺をし、さらに、金

融所得をそれ以外の所得区分とは分離して課

税をするというものですが、そういう税制を

組むことは金持ちの優遇策なのではないか、

というような疑問が提示されているわけです。

その辺りのことについても、本当に金持ち優

遇策なのかどうかを考えてみたいと思います。 
 何よりも、この金融所得課税に関する議論

は、とかく、投資家あるいは投資に関心のあ

る人のみのテーマというふうに捉えられがち

なのですが、そこでは次にどのような問題が

待っているのかという点も同時に考えてみた

いと思います。現代の我が国は、大変な格差

社会になってきたというふうに言われるわけ

でありまして、その格差是正のために様々な
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方策が政府方針として出されています。金融

所得課税の改革が金持ち優遇策であるとする

ならば、政府の推進する税制改革が皮肉にも

格差拡大をさらに推し進めていくということ

になってしまうかもしれません。本日の話の

少しユニークなところは、この問題に関心を

寄せる点にあります。 
 そういう意味では金融税制改革に突き付け

られた大きな問題の一つとして、格差社会の

観点から金融所得課税をどう見るのかという

問題がありますし、さらには未曾有の高齢化

社会に突入しつつあるわけですが、高齢化社

会における金融所得税制はいかに位置付けら

れるのか、いかなる役割が期待されているの

か、あるいはその可能性はいかばかりか、な

どという点についてもお話をして行きたいと

考えております。 

Ⅰ 金融所得一体化課税 

１ 現状認識 

 差し当たり、まずは、現状認識を共有して

おきましょう。平成 20 年 10 月 30 日に「新

たな経済対策に関する政府・与党会議、経済

対策閣僚会議合同会議」という長い名前の会

議が「生活対策」というものを発表しました。

皆さんご案内のとおり、これは、「総合経済対

策」という名前で報道されていますね。 
 この「生活対策」は何を言っているかとい

うと、リーマン・ブラザーズ・ショック以来、

金融危機と言われているものが襲ってきて世

界中を席巻して大騒ぎになっているわけです

が、これが金融破綻だけではなくて、実物経

済にも非常に大きな影響を及ぼしていて、ど

こまで深刻かということは判然としないなが

らも、非常に大きな問題である、というのが

現状の共通認識だと思います。そこで、金融

危機に襲われている世界各国に比べて我が国

の金融システムというのはまだ健全であって、

安定性は確保されている、ということが 10
月 30 日の段階では（これは「生活対策」の

中に書いてあるわけですが）言われておりま

す。 
 他方、これまでも、いろいろと近時の原油

価格の高騰などに見られるように原材料の高 
騰などにより零細企業などが相当に疲弊して

おり、そのこととの関連でも、また、格差社

会などということが言われていることとの文

脈でも、セーフティーネットの必要性が強調

されていると思います。 
 
「生活対策」〈第２の分野〉金融・経済の安

定強化 
 
４. 金融資本市場安定対策 
◇多様な投資家が参入し、厚みのある株式

市場の構築に向け、市場の活性化を図るた

めの環境整備を進める。 
＜具体的施策＞ 
・金融所得課税の一体化を推し進め、簡素

な制度とすることで、個人投資家が投資し

やすい環境を整備する。 
 上場株式等の配当等について、３年間現

行税制の延長を行う。 
 金融所得課税の一体化の中で、少額投資

のための簡素な優遇措置を創設する。 
 また、企業型確定拠出年金における個人

拠出（マッチング拠出）を導入する。 
 
 したがって、そういう意味では、仮に、経

済的な生活水準に基づく階層のようなものを

観念できるとすると、どの層にとっても大変

な危機が到来していて、それに直面している

のが現状だということでございます。そこで

「生活対策」においてどういう対策が練られ

ているかというと、〈第 2 の分野〉「金融・経

済の安定強化」という項目がありまして、そ

の中で「金融資本市場安定対策」というもの

が謳われております。そこでは、具体的施策

として、「金融所得課税の一体化を推し進め、

簡素な税制とする」、「個人投資家が投資しや
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すい環境を整備する」と書いてあるのです。 
 そこで、本日私がお話を申し上げようとし

ているのがまさにこの話でございます。金融

所得課税の一体化を推し進めるべきだという

ことが、政府の方針として示されております

ので、その具体的内容たるやどんなものなの

かをまず始めに概観しておきたいというわけ

であります。 
 
 
 

２ これまでの議論の概観 

 金融所得一体化あるいは金融所得一本化と

いう言い方を最近はしておりますが、それは

どういうものなのかということを最初に確認

したいと思います。ご案内の方も多いと思い

ますが、個人に関する所得税は、入ってきた

所得をいろいろな所得区分に分類をするわけ

です。図表１をご覧いただきますと、縦にい

くつか所得区分が書いてあります。利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得、雑所得など

があります。 
 
〔図表１〕 
 
     利 子 所 得    
                    金 融 所 得 →通算を可能とするための区分 
                          
     配 当 所 得 
 
      
     譲 渡 所 得      
 
      
     一 時 所 得 
                    
                    そ れ 以 外 
      
     雑 所 得 
 
 
 
 
 これ以外にも、事業所得、不動産所得、給

与所得、退職所得、山林所得など全部で 10
種類の所得区分があります。収入をこれらの

所得区分のどれかに分類してその区分毎に所

得計算をした後、一定のルールの下で合算を

して、合算した所得に対して、所得控除をし

たりして、税額の計算まで辿り着きます。こ

の仕組みの中では、金融に関する所得という

ものがいかなる所得に分類されるかといいま

すと、これが少し厄介なのです。 
 それ以前の問題として、「金融所得」とは何

かという問題があります。 
 皆さんが思いつきやすいのが、やはり預金

や貯金に対する利子ですよね。これらは利子

所得に分類されます。また、株式を持ってい

る人は配当を得られますが、配当金は配当所
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得に分類されます。あるいは、株式を売却し

たときに得られるキャピタル・ゲイン、すな

わち株式の譲渡をしたときに得られる所得で

すが、これは譲渡所得ですね。それ以外にも

金融所得というと様々なものがあります。 
 例えば、保険のような形になった金融商品

もありますし、あるいは不動産を証券化した

ようなものも金融所得というふうになりまし

ょう。いろいろな種類のものがありまして、

それらが場合によっては一時所得に分類され

たり、あるいは雑所得に分類されたりという

ことになるわけです。 
 いずれにしても、投資に対するリターン、

あるいは金融元本に対する果実というものは

経済実質的にみると同種に見えるものが少な

くありません。経済実質的な意味では同種・

同類のようなものでも所得区分がいろいろと

分かれてしまうのですね。 
 図表１では、労働や事業活動から得られた

金融商品、あるいは不動産の貸付けによって

得られたものは説明の都合上、載せておりま

せんが、同一の所得として括ることが可能で

あるようにも思われる類似の性質を有する金

融から得られた所得が、ここに掲げられてい

るように、利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得、雑所得などに分類されているので

す。もっとも、所得区分がバラバラというこ

とだけでは何の問題も生じません。なぜかと

いうと、所得税は、それぞれの所得の性質に

応じて税金を負担する能力、すなわち担税力

が違うと考えておりますので、所得の源泉や

性質に応じて、それぞれの区分ごとに所得の

計算をすれば問題はないわけでありまして、

そのいろいろな計算方式を通じて最終的に合

計して税金を計算すれば取り立てて問題視す

べきこともないのですが、ただ、いろいろと

やっかいな問題もあります。 
 一例を挙げれば、預金から得られる利子や、

公社債から得られる償還差益というのは利子

所得に分類されるのですが、利子所得に分類

されるような所得でも金融に関する所得の性

質柄、ちょっとした工夫を凝らすと他の所得

区分、例えば、配当所得に変えることもでき

るのです。 
 これは、簡単には分かりづらいかもしれま

せん。会社は事業をするためには様々な資金

の集め方がありますね。例えば、基本的には、

株主から資本を集めるというやり方がありま

すが、この場合は株主が会社の所有者として

投資をすることによって会社の自己資本とい

うものが充実されます。この資本を使って会

社経営をした結果、何か儲けが出たらその儲

けをリターンとして（もちろん株主総会等の

手続を経てからなのですが）株主に分配をす

るという原型がありますよね。その際の配当

金は配当所得に分類されて、所得計算をする

仕組みになっています。 
 他方、会社は、他人資本として、債権者か

らお金を借りて資金を調達するという方法が

ありますね。銀行と金銭消費貸借契約を締結

したり、社債権者に社債を購入してもらって

お金を集めるというやり方です。債権者は、

銀行だったり社債権者だったりいろいろしま

すけど、いずれにしても利子を払うことにな

ります。簡単にいうとこれらのパターンが差

し当たり思い浮かびますが、資金の出し手が

個人であれば、受け取った果実が配当金の場

合は配当所得となり、利子の場合は利子所得

となり、所得の種類が違うわけですね。そし

て、利子所得の場合は配当所得とは異なり、

収入がそのまま所得と規定されておりますの

で、必要経費が認められないということにな

っております。配当所得の計算においては、

投資をするために要した借入金に係る支払利

子について、制限があるものの控除をするこ

とができますが、利子所得の場合には、仮に

所得を得るために借入をしたとしても支払っ

た借入金の利子を所得の計算上控除すること

はできません。 
 利子所得か配当所得かの違いは、法律的に
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は債権者なのか株主なのかという点で資金の

出し手が全く異なるものでありますから峻別

できるわけですが、ところが、投資信託とい

う形式を取ると、資金の出し手は同じでも信

託された資金が株に充てられたのか社債に充

てられたのか、あるいはその混合なのかとい

う点から見ると、分配金のみでは所得区分が

分からなくなってしまうのです。そこで、所

得税法は、株に対する投資を予定している投

資信託の場合には、分配金を配当所得とし、

それ以外の投資信託から得られる分配金を利

子所得と見てしまうというようなことをして

おります。しかしながら、株式に投資するこ

とが予定されていたけれども、実際は社債に

しか投資しなかった信託であっても、それは

株式投資信託とされて、そこから得られた分

配金は配当所得に区分されることになってい

るのです。 
 実際には、社債に投資したのにもかかわら

ず、配当所得に区分されるというのでは、そ

れぞれの所得の性質に応じて担税力が異なる

ことから所得計算を異にするということでス

タートした趣旨が生かされていないことにな

ります。実際には同じ社債への投資を行う投

資信託から得られた分配金であっても、配当

所得と利子所得に分かれてしまうということ

になり、そこには問題があるように思われま

す。 
 こういうように、投資信託一つ取ってお話

をするだけでも、現行税制上の所得区分には

問題がありそうだということが分かると思い

ます。 
 とりわけ金融所得というのは、金融技術を

使えば、いくらでも所得区分を操作できてし

まうのです。例えば、利益参加型社債や「セ

ンチュリーボンド（centurybond）」などに代

表されるように、新しい金融商品がいろいろ

あって、簡単にいうと所得区分の垣根が段々

と見えづらくなってきているんですね。配当

所得っぽい利子もあるし、利子所得っぽい配

当もあるのです。この垣根が段々分からなく

なってきたのです。税制上有利なように商品

を作り変えることは可能ですから、そもそも

所得区分を細かく分ける必要が本当にどこま

であるのかというようなことになってくるわ

けですね。 
 利子所得、配当所得というこれだけの話だ

とそれほど難しい感じはしないかもしれませ

んが、これが図表 1 のように利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得、雑所得と、いろ

いろな種類の所得にいかようにでも区分を分

けることが出来てしまうわけです。また、そ

れに対応するために、租税特別措置法におい

て細かい規定を置いているのも現状です。 
 そこで、性質が似ているにもかかわらず細

かく所得計算上の差異を設けることにどれだ

けの意味があるのか、というような問題が昨

今議論されてきておりまして、税制調査会な

どではいわゆる金融所得に係る課税上の扱い

を一本化した方がよいのではないか、非常に

難しく分かりづらいことになっているのでは

ないか、というようなことが指摘されてきた

わけであります。 
 このような議論のみではありませんが、い

ろいろな議論を経まして、先程申し上げまし

た「生活対策」に「金融所得課税の一本化を

推し進め、簡素な税制とする」というような

話になってきたと考えてよろしいかと思いま

す。 
 金融所得というような概念を作る方法も、

あるいは概念を作らない方法もあると思われ

ますが、いずれにしても、これら利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得、雑所得のう

ち金融に関する所得をまとめて同じような税

制上の取扱いにしてしまえば、あえて税制上

有利な所得区分に変えるための複雑な商品設

計をするインセンティブがなくなりますよね。

したがって、金融に関する所得については、

同じような取扱いになるようにしましょうと

いうのが、一つの大きな目的であるわけです。 
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 さて、この金融所得と言われている所得に

は様々なものがあるわけですが、これらの所

得を課税ルールにおいて一本化するというこ

との理由としてはもう一つの大きな理由があ

ります。 

 図表 2 をご覧いただけますか。こういうの

を見るとうんざりする人がいるかもしれませ

んが、これは現状の金融所得課税に関する取

扱いを簡単に表したものです。

 
 
〔図表２〕平成 20 年度税制改正の後、税制改正がなかった場合の平成 23 年以降の税制1 

商品名 利益の内訳・種類 所得区分 課税方法 
預貯金 利子 利子所得 源泉分離 20％ 

利子 利子所得 源泉分離 20％ 

為替予約なし 総合課税 

外貨預金 

為替差益 雑所得 

為替予約あり 源泉分離 20％ 

償還益 雑所得 発行時に源泉分離 18％（一部 16％）割引債 

譲渡益 譲渡所得 非課税 

利子 利子所得 源泉分離 20％ 

償還益 雑所得 総合課税 

利付債（利付外債を含む） 

譲渡益 譲渡所得 非課税（損失控除不可） 

新株予約権付社債 譲渡益 譲渡所得 20％の申告分離課税 （源泉徴収）

※
割引債に類似する一定の公社

債、国外発行の割引債等 

譲渡益 譲渡所得 総合課税 

解約・償還益 利子所得 源泉分離 20％ 

期中分配金 利子所得 源泉分離 20％ 

公社債投資信託 

譲渡益（買取請求） 譲渡所得 非課税（損失控除不可） 

貸付信託（ビッグ） 

金銭信託（ヒット） 

収益金 利子所得 源泉分離 20％ 

譲渡益 譲渡所得 20％の申告分離課税 （源泉徴収）

※ 

不動産投資信託（REIT） 

分配金 配当所得 20％の申告分離課税 （源泉徴収）

※ 

譲渡益 譲渡所得 20％の申告分離課税 （源泉徴収）

※ 

株式（新株予約権を含む） 

上場株式等（株式投資信託を含

む） 配当（大口を除く） 配当所得 20％の申告分離課税 （源泉徴収）

※ 

譲渡益 譲渡所得 20％の申告分離課税 （源泉徴収）

※ 

配当（1回 10万以下） 配当所得 20％の申告分離課税 （源泉徴収）

※ 

その他の株式（未公開）（特定

小口債券を含む） 

配当（1回 10万超） 配当所得 総合課税 

譲渡益 雑所得 総合課税 抵当証券 

利息 雑所得 源泉分離 20％ 

SPVが法人、投資信託（公社

債投資信託および公募公社

債等運用投資信託を除く）、

特定目的信託の場合 

配当所得 

 

20％の申告分離課税 （源泉徴収）

 

SPVが公社債投資信託、合同

運用信託、公募公社債等運

用投資信託の場合 

利子所得 

 

源泉分離 20％ 

 

集団投資スキーム（いわゆるフ

ァンド） 

SPVが任意組合の場合 SPV の収益

内容による 

SPVの収益内容による 
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取引所を通じて得た利益 雑所得 20％の申告分離課税 外国為替証拠金取引（FX） 

店頭取引による利益 雑所得 総合課税 

証券先物取引・商品先物取引・

オプション取引・カバードワラ

ントなどの金融派生商品 

差金決済の利益 雑所得 20％の申告分離課税 

5 年満期の一時払い養老保険

などの一部の保険商品 

受取保険金と保険料の差益 雑所得 源泉分離 20％ 

 

※総合課税と申告使用の選択 

 
 例えば、預金ひとつとっても、外貨預金と

他の預金で取扱いは異なります。外貨預金で

も、為替差損益、すなわち為替の変動に係る

部分については雑所得という所得区分にしま

しょう、それ以外は利子所得という所得区分

にしましょうとか。あるいは、割引債の場合

はどうしましょう、利付債の場合はそれとは

また別にしましょうなどとされているわけで

す。ビッグの場合はどうだ、あるいはヒット

の場合はどうだ、リートの場合はどうだ、と

いったように非常に多くの金融商品がありま

すね。詳しい人にとっては何ということもな

いかも知れませんけれど、そうでない人にと

っては、金融商品の種類を見るだけで難しそ

うな気がするかもしれませんね。 
 ところがその種類だけではなくて、それぞ

れ課税方式がいろいろと異なっているのです

ね。これは本当に複雑でありまして、一般の

納税者からしてみると、分かりづらい税制だ

と思います。まだ、この表は、簡単にしてあ

るわけでありまして、実はこの中に書いては

いないのですが、租税特別措置法では優遇措

置や重課措置を噛ましております。例えば、

株式の欄をよく見ると、株式の譲渡益は譲渡

所得に当たるというふうになっていて、20%
の申告分離課税、かっこして源泉徴収と書い

てあります。また、株式の配当金につきまし

ては、配当所得に該当して、これもまた 20%
の税率だと記載されております。しかしなが

ら、これらについては、現在、租税特別措置

法で 10%の軽減税率が適用されております

のは皆さんご案内のとおりです。 

 あるいは、ここには記載しておりませんが、

例えば、同じ割引の発行による債券でも、い

わゆるゼロクーポン債、低クーポン債、ディ

ープ・ディスカウント債、ストリップス債、

デファード・ペイメント債などは特別の扱い

にするとか、同じ割引の方法よって発行され

る公社債でも、外貨公債の発行に関する法律

の規定により発行される外貨債や、独立行政

法人住宅金融支援機構が発行する債券、沖縄

振興開発金融公庫が発行する債券、独立行政

法人都市再生機構が発行する債券は、割引債

の分類から除外するなどという取扱いがある

のです。 
 したがって、軽減税率とか細かいことは抜

きにして非常に簡素なものだけを書き出した

のがこの表でありまして、ここにさらに具体

的な取扱いを記入すると、非常に難しくなっ

てしまいますので、本日の講義用のペーパー

としてはこの程度のものを用意いたしました。

このように、金融税制というのは非常に難し

いということがお分かりいただけるのではな

いでしょうか。 

Ⅱ 金融税制改革の必要性 

１ 中立性の問題 

 ここで、これまでの話を簡単に整理します

と、三つの問題点が出てきました。一つ目は、

利子所得・配当所得など似たような所得であ

っても、それぞれの取扱いが違うことに問題

はないのだろうかという点、これはいわゆる

中立性の問題と言われています。 
 例えば、よく取り上げられる例ではありま
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すが、バターには税金がかかるけれどもマー

ガリンには税金がかからないという状況があ

った場合に、消費選好が税制で歪められます

よね。多くの人が税金がかからない方を選択

することより競争中立性を阻害することにな

るという問題です。すなわち、バター会社と

マーガリン会社は平等に競争できなくなって

しまいますよね。消費選好に対して税が影響

を与える、そういうことを中立性の問題と言

いますが、いわゆる金融所得間においてもや

はり税制中立性を阻害する問題があるのでは

ないか、という点が一つの大きな問題です。 
 中立性の問題はもう一つありまして、今言

ったのは、金融に関する所得内部の問題とし

ての中立性の話をしましたが、もう一つは、

現物との差異という問題があります。すなわ

ち、もし資産を現物、例えば機械や自動車で

持っているとした場合に、その機械や自動車

が事業上で壊れた場合には、滅失分について

は必要経費と認められるにもかかわらず、そ

の資産を株で持っていたとすると、株に関す

る損失は税制上面倒を見ない、ということに

なるとすると、同じ資産選好の中でも現物で

持っていた方が有利なわけですよね。 
 実は株式や社債に関する損失の所得税法上

の取扱いは、冷淡だと言われることがありま

す。株を持っている方はこの会場にも多くい

らっしゃるかもしれませんが、株によって生

じた損失はですね、基本的にはこれまでかな

りの部分で税制上考慮をしてこなかったので

す。もう少し分かりやすくいうと、ある会社

の株を持っていたとして、その会社が倒産を

してこの株の価値が紙くず同然になってしま

った場合に、その紙くず同然になった株式に

係る損失を何か所得税法上の中で考慮できる

かというと、税制上何も考慮はできないとい

うような位置づけで長い間取り扱われてきた

わけです。 
 あるいは、社債券、投資信託、MMF みた

いなものを持っていたとしましょう。大分前

にありましたね、エンロン債とかですね、最

近もいろいろとまさにそういう問題が 10 年

後にまた同じことが起きているのではないか

と思いますが、会社が倒産してしまって、そ

の社債券が紙くず同然の価値になってしまっ

た場合にも、やはりこれが税制上なかなか考

慮されないという問題があります。そうであ

るとするならば、現物で持っていれば、損失

について税制上の考慮があったのにもかかわ

らず、金融商品で持っていたがために課税上

の取扱いにおいて不利な取扱いを受けるとい

うことになるとすると、中立性の問題がある

ということにもなりかねません。このように、

ここでは、二つの場面で中立性の問題が言わ

れているわけです。 
２ 簡素性の問題 

 次に、もう一つお話をしたのが、簡素性の

問題ですね。それは先程の図表 2 を見ていた

だければ一目瞭然ですが、非常に難しい税制

になっているということです。別に税制が難

しくたって何の問題もないじゃないかという

反論が聞こえてきそうですね。 
 しかしながら、法律が難しいということは、

コンプライアンスの点で問題が生じます。要

するに、法律の複雑性は法令を遵守すること

が難しくなるということを意味します。納税

者が税制をきちんと守ることは申告納税制度

を維持するための基本ですが、その基本の担

保も法律が難しかったらままならないのです。 
 皆さんが信号を守るときにですね、赤、黄、

緑の三つの色だからいいわけでありまして、

赤紫の場合は 30 キロ速度を落とせとか、青

緑の場合は一回止まって再出発とか、いろい

ろ出てきて複雑になってきたらもう誰も信号

を守れなくなってしまうわけですね。 
 まさに法律を守る仕組みをきちんと整えて

おくためには、法律が簡素でなければいけな

いということが大事な問題でして、法令順守

のためのコスト、「コンプライアンスコスト

（Compliance Cost）」という言い方をするん
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ですが、これを最小限にするための工夫が大

切であるということになります。 
 これは、例えば、証券界、銀行界などの金

融業界の人達の視点からみても同じことがい

えます。金融商品の販売時には、商品説明を

する義務があるということがいわれますが、

その説明義務の一環で、いくらの税金がかか

るといった説明をしなければならない場面も

多いかと思います。かような商品説明の場面

でも、税制が複雑であれば、これを説明する

方も大変だと思います。簡素性というものは、

そういう観点からも非常に大きな問題でしょ

う。 
 もう一点言いますと、税制の簡素性は源泉

徴収義務者の視点からも重要な問題です。源

泉徴収義務者というのは、皆さんの勤めてい

らっしゃる会社が源泉徴収義務者であるのと

同じように、証券会社や銀行は利子や配当を

支払う時に源泉徴収義務が生じます。10%の

税金を天引きした上で配当金を払うというよ

うな義務ですが、その源泉徴収義務者に税法

をきちんと理解してもらわないといけません。

また、システム設計に関するコストは非常に

大きな問題で、この源泉徴収義務者の負担を

軽視することはできません。 
 我が国の税制は源泉徴収義務者には受忍義

務を課しております。給与所得に関する源泉

徴収の問題ではありますが、昭和 37 年 2 月

28 日の最高裁判所大法廷判決は、源泉徴収に

係るコストを源泉徴収義務者に対して払わな

くてもなんら憲法違反にはならないとの判断

を下しております。そういう意味では、源泉

徴収義務者に重い義務を課して、税制は維持

されているということが、簡素性の観点から

論じられなければいけないようにも思われま

す。 
３ 租税負担の回避の問題 

 三番目の問題としましては、金融に係る税

制が租税負担の回避策に使われてしまうとい

う問題があります。 
 一般に、「タックス・アービトラージ（Tax 
Arbitrage）」という言葉を使いますが、「租税

裁定」、すなわち、少しでも税制上有利な鞘を

取るように金融をシフトするというのが通常

でありますから、いろんな金融手法を使うこ

とによって税金を少しでも免れようという仕

組みがどうしても出てくるんですね。 
 先に挙げた五つくらいの所得区分のうち一

番いい所得区分を選択しようというふうにし

て、実質的なところは変えずに、形式的な所

得区分の変更のみを目的として金融商品の開

発がセットされるとするならば、それは本来

あるべき課税が潜脱されてしまうということ

をも意味することになります。そういう意味

では租税の負担を回避するということを防止

しなければいけない、ということが考慮され

るべき論点として浮上して来るわけです。 
 以上の三つの観点が今の金融税制に突きつ

けられた問題といえましょう。これらの問題

は主に簡素性を中心にして改革を進めること

によって乗り越えられるのではないかという

ような期待があるわけです。 
４ 「貯蓄から投資へ」 

 金融税制の改革においてどういう議論が展

開されているかというのは、今申し上げたと

おりでございますが、図表 3 をご覧いただけ

ますでしょうか。今、私がお話を申し上げた

中立性、簡素性、租税負担の回避の三つの問

題が非常に大きなテーマであるということを

まずご理解いただけたのではないでしょうか。
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中立性の確保 

〔図表３〕これまでの議論：金融税制改革の必要性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 私が縷々申し上げてきたことは、租税法独

自の問題なのですが、ところが、注目をしな

ければいけないのが、これまでの政府税制調

査会の答申などを眺め直して見ますと、むし

ろこういう簡素性だとか中立性、租税負担回

避への対応というような観点とはやや違う視

角が強調されてきたのではないか、とも思え

ます。 
 それが「貯蓄から投資へ」というスローガ

ンでございます。これは皆さん何度も耳にさ

れておられると思いますし、新聞などでも、

「貯蓄から投資へ」というのはさんざん報道

されているのでご案内のことかとは思います

が、この「貯蓄から投資へ」ということがど

ういうことを意味しているのかについては、

必ずしも明確になっていないのではないかと

いう気がいたします。 
 前述の三つの観点から、金融税制を改革す

る必要性を十分論証できるのではないかとも

思えますが、さらに、この「貯蓄から投資へ」

というスローガンが一番強力に主張されてい

るわけです。この「貯蓄から投資へ」という

のは、簡単に言えば、ピュアな税制論議とは

若干違うものであるように思えます。少し言

えば政策的な意味合いだというふうに思って

いただければいいでしょう。 
 他の三つはむしろ政策ではなくて税制その

ものの問題なわけですが、では「貯蓄から投

資へ」というのはどういう意味があるのかと

いうことについて、若干考えてみたいと思い

ます。 
 その前に、そもそも所得課税とはどのよう

なものなのかということを簡単に触れておき

たいのですが、所得課税というのは所得とい

うものを担税力の指標に見たてて、これの大

きさに応じて課税をするというものですね。

担税力というのは、そのまま読めば、税金を

負担する力ということですが、「所得」には担

税力があると考えられているのです。所得っ

ていうのはいわば儲けといってもいいかもし

れませんね。収入から必要経費を引いた残り、

差し当たりそう考えていただいていいのです

が、そういう実際の実入り部分は税金を負担

する力があるのだ、だから所得の大きさに合

わせて課税をすることが担税力に応じた課税

を意味するのだ、ということです。これが所

得に課税をする根拠なのですね。この所得を

どう観念するかというと、荒っぽく言えば、

収入から経費を引けばいいんです。ビーカー

みたいなものがあるとして、入ってきたもの、

「貯蓄から投資へ」 政策目的の観点 

簡素な税制の提供 

租税負担回避への対応 

租税法独自の観点 
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これを収入として、この収入から、出ていっ

たもの、すなわち経費を引けばいい。そうす

ると、残った部分が所得というわけですね。

これは別に難しい話でも何でもないのですが、

ところが、さきほど事業用の機械や自動車が

滅失したら事業用の経費になるという話をい

たしましたけれど、所得税法において、この

経費の中にはキャシュフローを伴わない、支

払という概念とは異なる「損失」も入ってく

るのです。これは、資産購入時に経費として

計上していなかった部分を損失の発生により

経費計上するというだけですので、キャシュ

フローは既に生じていたとみることが可能な

ものともいえます。 
 すなわち、ビーカーから出ていったものに

損失をも含めて控除をするという考え方が所

得税法では採用されております。 
 ところで、所得税法上、利子所得の計算で

は、何も経費を控除することができないと申

しましたが、その理由として、利子所得につ

いてはそもそも経費を観念できないなどとい

う説明がなされたりします。しかしながら、

本当に費用や損失を観念できないものでしょ

うか。 
 金融ビッグバン以前、すなわち金融自由化

以前は、どこの銀行に行っても利率はほぼ同

じでしたし、今に比べれば金融商品も多様で

はありませんでしたから、こっちの金融機関

からあっちの金融機関の預金に移してその鞘

をとろうということはあまりなされ得なかっ

たのですね。そうすると、すごく極端にご説

明すると、こっちの銀行から借りてあっちの

銀行に貸して、あっちの銀行から得られた利

子所得の計算において、こっちの銀行に払っ

た利子を控除するというようなことを考えな

くてもよかったんですね。あるいは、バブル

経済の崩壊以前、どこの金融機関も破綻する

などということはあまりなかったわけです。

ですから、利子所得に関わる損失が発生する

という想定は、実際上は持ち込まなくてもよ

かった時代があったのです。もちろん、理論

上は考えられていましたが、現実問題として

は問題とする必要はなかったので、利子所得

には費用も損失も発生しないという考え方に

は一応の説得力があったといえましょう。 
 しかしながら、バブル経済の崩壊により多

くの金融機関が巨額の不良債権を抱え込むこ

とになり、金融機関といえども破綻をすると

いう状況になったわけです。山一証券や北海

道拓殖銀行が破綻したのはまだ記憶に新しい

わけですが、そういう状況はまだあるわけで

すよね。 
 そうすると、利子所得について、費用や損

失を観念できないというままで、税法上の手

当てをせずに放置しておいていいのかという

疑問が惹起されるわけです。すなわち、費用

や損失などを控除しようというのが所得税法

の考え方であるということを前提とすると、

どうも説明しづらいことになってはいないか、

というようなことになるわけです。 
 そこで一番の問題は、もし銀行が破綻した

場合どうなるのかという点が挙げられます。

この点については、様々な議論があって、ご

案内のとおり、ペイオフという制度で一定の

部分については保障されることになっており

ます。しかし、一定の保障を超えた部分につ

いて預金者は、損失を被らなくてはいけない

ということになるわけです。 
 先ほど、申しましたように金融所得に対す

る課税上の取扱いを一本化しようと考えると

いうことは、すなわち、利子所得も配当所得

も同様に扱いますということ。例えば、一番

分かりやすいイメージで言えば、金融所得と

いう枠を所得税法あるいは租税特別措置法の

中に用意して、その中に全部放り込むという

ようにすれば、配当や利子とか譲渡とか言っ

ていたものの差異がなくなりますから、みん

な同じ所得だというふうに言ってしまえば問

題がないわけです。そこで、その枠内にペイ

オフで生じた損失を入れることができるかど
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うか、という問題が浮上してくるのです。銀

行の破綻により保障額以上の損失を被った場

合に、その損失はやはり本来的には金融で得

た収入から、控除されるべきなのではないか、

とも考えられます。 
 すなわち、金融所得という枠を用意して、

この金融所得は、金融に関する収入から金融

に関する費用や損失を控除することによって

算出し、それに、例えば 20%という税率をか

ければいい、これが一番簡素な金融所得一体

化課税の仕組みですが、そのときにこの損失

の中にペイオフの損失を入れるべきなのでし

ょうか。 
 ところで、ペイオフの損失だけ何故問題視

されるのでしょうか。ペイオフの損失も金融

に関する費用や損失として考えれば、他の金

融に関する費用や損失と一緒ではないか、と

も思えます。株の損失も社債の損失もいわゆ

る金融所得の損失ですから控除しましょう、

このように言われているのですが、実はペイ

オフの損失だけが宙に浮いております。どう

いうことかと言いますと、そもそも証券市場

改革において言われていた「貯蓄から投資へ」

というスローガンの持つ意味との関わり合い

の問題があるのです。 
 これまで、「貯蓄」は優遇されてきました。

いろいろな面で。皆さんの方でも、銀行は極

力倒産させないけれども、もしかしたら証券

会社は分からないな、などというように思わ

れることがあるかもしれませんね。国はこれ

まで、他の金融機関に比べてみれば、銀行に

対して様々な面で暖かい手を差し伸べてきた

のです。また、税制においても、投資に比し

て貯蓄に対しては優遇をしてきたという流れ

があったわけです。国民に手堅い生活を維持

させるためには貯蓄を奨励した方がいいのか

も知れません。 
 他方、現在、1,500 兆円もの家計金融資産

があるというふうにも言われています。この

1,500 兆円という数字自体には個人事業主の

資金が混入されていたり、保険や年金をも包

摂したものという点では注意が必要ではあり

ますが、この金融資産をいかに滞留させずに

動かすか、いかに経済活性化のために働かせ

るか、ということが大きなポイントになって

いるわけであります。経済の活性化にはもち

ろん十分お金が流通しなければいけませんの

で、いつまでも預貯金口座に眠っているとい

うことが、果たして経済のために十分な貢献

をしていることになるのかというと疑問でも

あるわけですから、できるだけお金を流すた

めには貯蓄ではなくてむしろ投資の方に回し

てくださいというように考えることにも理解

を寄せることができるわけです。 
 したがって、「貯蓄から投資へ」という考え

方は、非常に重要な見方ではあると思います。

しかしながら、一方で別の問題が出てくるわ

けであります。「貯蓄から投資へ」ということ

は、すなわち、これまでの税制とは異なり、

投資に対する税制を優遇してあげた方がよい

のではないか、貯蓄よりも投資の方へ税制を

優遇すれば、証券市場の制度改革でいうスロ

ーガン、証券市場改革の「貯蓄から投資へ」

というスローガンに税制も寄与できるのでは

ないか、「貯蓄から投資へ」という動きは何も

金融だけの問題じゃなくて、税制もその方向

へ足並みをそろえることによって一定の貢献

ができるのではないか、というように考えま

すと、今お話をしている金融所得一体化課税

ということで役に立つかもしれない。 
 投資というのは分かりやすく言えば、損失

を生じるリスクが貯蓄に比して高いわけです。

株に投資をするということは、株がもしかし

たらだめになっちゃうかもしれない、あるい

は値が下がっちゃうかもしれませんので、リ

スクが前提となるわけです。しかし、これま

での税制はあまりそのリスクに対して明確に

配慮するような仕組みを採らなかったわけで

すが、これから金融所得一体化課税のような

考え方を採れば、すなわち、株から得られた
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利益である配当金やキャピタル・ゲインと、

そこから生じた損失、実現した株式の値下が

り損失のようなものとを通算することができ

れば、株の損失などのリスクを納税者が自分

で負って投資をする環境整備に税制が一役買

うこともできるのではないか。投資損失を被

っても、同じ金融所得内の利益の方から控除

できる制度設計をすることによって、税金の

計算上優遇措置という形で助けてあげられる

のではないか、というように考えれば、「貯蓄

から投資へ」というスローガンは金融課税一

体化論においても親和性を有するものとして

位置付けることができるわけです。 
 すなわち、金融所得一体化課税の観点から

も、「貯蓄から投資へ」というスローガンは非

常に馴染みがいいわけであります。そこで、

留保しておきましたペイオフの話ですが、で

は、ペイオフ損失も同様に金融の損失だから

他の金融所得の計算上控除してあげればいい

のではないかと思いますが、ところがスロー

ガンは「貯蓄から投資へ」なのですね。ペイ

オフ損失というのは、貯蓄に対する損失です。

貯蓄に対する損失を考慮するという立場では

なくて、投資に対する損失を考慮しようとい

う立場がスローガンとして謳われているとす

れば、ペイオフ損失は面倒を見ないというこ

とにも繋がり得るわけです。 
 銀行が破綻した場合に生じたペイオフ損失

は、実はこの「貯蓄から投資へ」というスロ

ーガンからはこぼれてしまうのです。ペイオ

フの損失はいわば貯蓄損失であって、投資損

失ではないからです。「貯蓄から投資へ」とい

うスローガンの下で金融所得一体化課税が進

められてきたことに異を唱えるつもりはあり

ませんが、かような意味では、必ずしも全部

の金融所得に対する損失が面倒みられるとい

うことではなくて、スローガンからこぼれて

しまうものもないことはないということにな

ります。 
 しかし、最初に申しましたように、金融商

品の所得の中で税制上の取扱いの差異を設け

ることが妥当であるかという点では、中立性

の問題を前面に出して考えれば、ペイオフ損

失だろうが、株の損失だろうが、同じ金融商

品間の損失なので同様に取り扱うべきではな

いかという反論も出てきそうですね。 
 したがって、この問題は、金融所得一体化

課税を、「貯蓄から投資へ」という優遇税制と

して考えるのか、それとも、私が述べました、

中立性や簡素性あるいは租税負担の回避対策

など、租税法において従来から考えられてき

た問題点に視座を置いて、金融所得課税にお

ける歪みを直すための大掃除、大改革として

考えるのかという捉え方に大きく左右される

のですね。その立ち位置をどちらに決めるか

によって、金融所得課税の中でいかなる損失

が考慮されていかなる損失が考慮されないか、

ということにも大きく影響を及ぼすというこ

とであります。 
 また、金融所得一体化課税を中立性や簡素

性あるいは租税負担の回避対策という観点か

らの租税法プロパーの問題として捉えると、

格差社会問題との兼ね合いでもあまり問題が

起きないように思いますが、これを投資優遇

税制という点から捉えると、もしかしたら最

初に私が申し上げました格差社会を助長する

税制という烙印を押されはしないかという心

配も惹起されてくるように思われます。 
 「貯蓄から投資へ」というと聞こえがいい

感じが致しますし、経済の牽引という意味で

はすごいパワーを持ったスローガンなのです

ね。そういうスローガンというのは、それは

それで非常に意味があるわけでありますが、

私が述べました辺りのことをも皆様が一緒に

お考えいただければ、というふうに思います。 
 もちろん、証券市場改革と足並みをそろえ

ること自体はよいことだと考えますが、いろ

いろな問題が介在しているということも皆さ

んご理解いただければ、と思います。 
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Ⅲ 金融所得一体課税とは金持ち優遇税制

か？ 

 さて、この金融から生じた損失を他の金融

から生じた所得と相殺するという通算の制度

が認められ、様々な損失が通算の対象とされ

ますと、それはやはり金持ちに対する優遇策

なのではないか、という批判も出てきます。

ましてやはじめにご案内いたしましたとおり、

所得格差が現在問題となっているにもかかわ

らず、火に油を注ぐような税制なのではいか、

金持ちがどんどん金持ちになっていくばかり

の、それを支援する税制なのではないか、と

いうような問題が金融税制改革には突き付け

られているわけです。 
 この点については、金融所得一体化課税を

租税法プロパーの問題と捉える立場からすれ

ば、あまり問題とはならないようにも思えま

すが、いずれにしましても考えておくべき重

要な論点であることには変わりがありません。

もっとも、格差社会への対応の王道は、低所

得者層の引き上げにあるのであって、高所得

者層を抑え込みにあるのではないという点か

ら、このような疑問の立てかた自体に対する

問題意識も若起され得るのですが、ここでは

その点について触れることはいたしません。 
 ただ、誤解があってはいけないわけであり

まして、その誤解の一つとしてよくあるのが、

金融税制改革で直接対象とされていると思わ

れている「投資家」が金持ちなのではないか、

という誤解でございます。簡単に結論だけ申

しますと、個人投資家の 7 割は、年収 500 万

円未満の人達であるというふうに言われてお

ります。このことひとつ採り上げても、実は

金融所得一体化課税は、金持ちを前提として

議論しているわけではない、ということが言

えるかもしれません。 
 そうは言っても、様々な問題があります。

仮に、投資家とそれ以外という線引きを考え

た場合に、イメージからすると、やはり「持

てる者」と「持たざる者」との差異みたいな

ことで見てしまう、そういう先入観もありま

しょう。その観察自体を否定するつもりはあ

りません。ただ今日的にはですね、やはりい

ろいろな金融商品をポートフォリオの一つと

して捉えるという考え方がだんだん浸透しつ

つあるのではないか、というようにも思いま

す。 
 例えば、株をやっているのは一部の特権階

級だ、なんていう発想は今や存在しないと思

いますし、あるいはご案内のとおり、ＦＸ投

資なんていうのがありますよね。あれは主婦

層に大変人気があると言われていますように、

従来から比べれば、「金融」や「投資」の敷居

はそれほど高いものではない、というのが共

通の現状認識なのではないか、そう思うわけ

であります。また、金融所得一体化課税を投

資のみならず、貯蓄をも対象とするとみれば、

なおさら一部の投資家のみの問題ではないと

いえましょう。貯蓄をしない者は別として、

大多数の国民は、何らかの貯蓄をしているの

でありますから、その対象者が金持ちという

ことにはならないと思います。 
 さりとて、「投資」を中心に議論が展開され

ているのも事実でありますし、「貯蓄から投資

へ」というスローガンによって金融所得一体

化課税が推進されてきたことをひとまず前提

といたしますと、「持てる者」と「持たざる者」

との違いに関心を寄せないわけにはいきませ

んので、若干その辺りについても考えてみた

いと思います。 
 図表 4 をご覧ください。この図柄が何を示

しているかというと、「持てる者」への対応と

いうのはもちろん、株を持っている人への対

応とか、社債を持っている人への対応とかい

うのは今お話を申し上げているところであり

ますが、二つの観点から議論をしなければい

けないと思います。 
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〔図表４〕 
             
 
 
 
 
   金融所得税 制での支援(Ⅳ) 
                        
 
 
 
 
 
 
 例えば「持たざる者」が「持てる者」へ移

行する、こういうことを支援する税制という

のが同時並行的に考えられる必要があるので

はないか。それが「資産形成支援税制（？）」

と書いてあるものです。あるいは今まさに議

論されている給付金の問題なのですが（公開

講座講演時：平成 20 年 11 月 12 日）、給付付

き税額控除というような問題も考えなければ

いけないかもしれません。他方、「持てる人」

すなわち、金持ちと言われている人に対する

税制のしっかりとした対応も必要でしょう。 
 「持てる人」だけをターゲットにするわけ

ではありませんが、税負担の回避のインセン

ティブに結び付きやすい層が「持てる人」で

もあります。租税負担回避に対する措置です

とか、あるいは金融というのはとかく把握し

づらいというふうに言われておりますが、金

融所得を把握するために納税者番号制度が必

要なのかどうかという議論、こういったもの

が重要な議論のテーマとしてはあり得るわけ

であります。 
 従来から言われてきた言葉に、「クロヨン

（9・6・4）」なんていうものがあるのはご存

知だと思います。所得の把握がどこまででき

ているのかという問題ですね。9 というのは

サラリーマンです。サラリーマンは 9 割方ガ

ラス張りのように把握されている、6 という

のは、何か事業やっている人です。事業所得

者は 6 割しか所得が捕捉されていないのでは

ないかということですね。4 は農業所得者で

す。農業所得者は 4 割しか所得が捕捉されて

いないのではないかということですね。ある

いは、「トーゴーサンピン（10・5・3・1）」
なんていう言い方がありますね。10 はサラリ

ーマン、5 は事業所得者、3 は農業所得者、1
は政治家ですね。これらの捕捉率というもの

が果たして、現在どの程度意味を有するのか

という議論はあるにしても、このように、そ

れぞれの業種・業態に応じて所得の捕捉のレ

ベルが違うともいわれており、そのことが税

制に対する不公平感を助長するなどというこ

とが指摘されることがあるわけであります。 
 そう考えると、所得捕捉のために税務行政

がどういうことをしなければならないのか、

というのは従来からずっと問題視されていま

すし、所得捕捉が十分になされていなければ

ならないのは当然であると思います。そうい

う意味では租税回避への措置なども「持てる

者」への対応としてはあり得るかもしれませ

ん。本日はその話ではなくて、「持たざる者」

への対応、あるいは「持たざる者」が「持て

る者」へどういうふうに移行できるか、税制

「持たざる者」への対応 

「持てる者」への対応 

給付付き税額控除？ 

資産形成支援税制？ 

租税回避への措置？ 

納税者番号制度の検討？ 
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上どう支援できるのか、という話をしたいと

思います。 
 ところで、金持ち優遇というのは誤解なの

ではないかという話をいたしましたが、他方、

株式の保有率についてのデータなども、よく

議論の素材として使われております。 
 例えば、469 万円未満の所得世帯と 1,034
万円以上の世帯、まあ 500 万くらいの世帯と

1,000 万円くらいの世帯を比べると、株式の

保有率は約 3.8 倍の差があるともいわれてお

ります。この点を考慮に入れると問題がない

ことはないというようにも思われ、投資に対

する優遇税制という面から、金持ち優遇だと

いうような感じもいたします。 
 そこで、そもそも株式の譲渡益を分離課税

にするのではなく、総合課税として他の所得

と合算して、そこに累進税率を適用した方が

よいのではないかという議論があります。金

融所得一体化課税制度の下では金融所得とい

う枠を作ってその中で通算をさせようという

形にして、金融に関わる収入と金融に関わる

費用や損失を通算して得られた所得を他の所

得と分離して、例えば、20%の税率を掛ける

という制度構築があり得るわけですが、なぜ

分離課税するのかということが問題として残

るわけです。なぜなら、総合課税にしておけ

ば最高税率が 37%の人には 37%の税金がか

かるはずなのに、金融所得であるがために

20%で済むなどという問題があるのですね。 
 そうすると、元来、所得区分ごとに所得を

計算して、それらの所得を合算してそこに税

率を課しましょう、そこでは超過累進課税と

いう制度をとって、所得の多い人はたくさん

税金を納めるという方式を採用しているわけ

です。そういう制度でありながら金融に関す

る所得についてだけ 20%で済むということ

は、本来だったら 37%の税金がかかることを

考えると、優遇になっているという点が問題

視されるわけです。 
 他方、元来、キャピタル・ゲイン、すなわ

ち株の譲渡益みたいなものには課税をすべき

ではないという考え方もあるのです。つまり、

譲渡所得というのは、資産に内在した価値が

だんだん膨らんできているので、その価値の

増加部分に対して課税をしましょうという仕

組みなのです。ですから毎年毎年資産に内在

する価値が膨らんでくるとすれば、それは毎

年毎年課税をしなければいけないのですが、

その毎年の評価額に対する課税というのは技

術的にも難しいので、その資産を手放した時、

すなわち譲渡をした時にその時の価額を基礎

として課税をするという仕組みが採られてい

るわけです。したがって、場合によっては何

十年間もの長い期間ずっと課税を繰り延べら

れるわけです。譲渡さえしなければ課税がさ

れなくてすみますから、譲渡の際に課税され

るような仕組みを採っている限り、資産譲渡

をしたくなくなるという譲渡に対する負のイ

ンセンティブが働くわけです。株を手放した

瞬間に課税されるのだったらずっと保有して

いることにしようとする譲渡所得に内在する

働きのことを譲渡所得の「ロックイン効果」

というのですが、その「ロックイン効果」が

発生すると、売り渋られた株式は市場に供給

されないことから、証券市場の効率的な資源

配分効果を妨げてしまうなどということを考

えると、そもそも、株式の譲渡所得に課税を

すること自体よくないのではないか、という

ような考え方が出てくるわけです。「ロックイ

ン効果」を考慮した売却時中立課税方式も提

案されていますが、実際には採用されていま

せん。 
 あるいは、株の譲渡益というのは株の価値

が上がっているということですよね。少し考

えてみてください。株の価値が上がるという

ことはどういうことかというと、保有する株

の会社の経営努力で会社が多額の利益を得る

などすれば、当該会社の価値が上がるという

ことですよね。会社が利益を得るとどうなり

ます？そうですね、法人税が課税されるわけ
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です。法人税が課税され、会社の細分的単位

として株を保有していたら、その株の価値増

加に対してまた課税されるとすると、見方に

よっては、これは二重課税になるのではない

か。いわば法人税を課税しておきながら、そ

の細分的単位の個人株主にまたそこで課税が

なされると二重課税が生じてしまうのではな

いのかということから、そもそも、株式の増

加益に対して課税をするというのは問題があ

るのではないかなどということも言われてい

るわけです。 
 しかしながらですね、所得税法は、課税を

しないことにはしていないわけです。なぜな

ら、担税力がやっぱりあるのではないかとい

うように考えられますし、公平性の観点から

も非課税として置いておくことに問題がある

かもしれません。 
 では、課税がなされるとした場合、なぜ累

進課税の適用される総合課税の対象とせず、

分離課税が馴染むのかという問題を考えてみ

ましょう。その理由としていくつか挙げるこ

とができますが、第一に、累進課税というの

は高額な所得を得れば得るほど税率が高くな

るわけですが、仮に株式を持っていれば持っ

ているほど段々と価値が上がってくるという

想定をすると、長い間の課税の実現が一時期

に生じてしまうのですね。毎年毎年少しずつ

税金が課税されていくのではなく、手放した

ときにドーンと課税されてしまうのでどうし

ても累進課税構造の中では高い税率になりか

ねないという問題があります。これは所得課

税の平準化という問題です。 
 第二に、株価が上がっているとはいっても、

それはもしかしたらインフレかもしれないわ

けです。インフレで株価が上がるということ

は名目所得ですね。実質所得に置き直さなけ

れば本当の所得は分かりませんので、インフ

レ部分に課税をするのを排除するためには

「インデクセーション（Indexation）」とい

う調整の仕方があるのです。しかしながら、

それを実際に全面的に実施するのは難しいと

いう問題があります。 
 そうすると、インフレ部分にまで課税をし

てしまうというのは問題であるという議論へ

の答えはなかなか見出しづらいのですね。あ

るいは、ここでも、そもそも株式のキャピタ

ル・ゲインに課税すべきではないのに課税し

ているのだから、分離課税としておいても問

題はないという主張もあり得るわけです。も

っとも、これらの理由は金融所得に特有の問

題ではなく、そもそもキャピタル･ゲイン課税

に共通して内在する問題でありますから、こ

れらのみで分離課税を説明することがどこま

で説得力を有するのかということも指摘でき

るのではないかと思います。 
 他方、金融所得に特有の分離課税の説明の

一つとして、株とか社債とかを含めこの手の

所得は逃げ足が速いという点がよく指摘され

ます。ちょっとでも税率を上げてしまえば他

の国に逃げてしまうということから、そうい

う逃げ足の速い所得に対しては、累進税率で

課税をすることに馴染まないなどというよう

なことが言われております。 
 このようなことから、基本的には分離して

課税をすることが説明されたりします。です

から金持ちを優遇するために累進課税から外

しているわけではなく、税理論的な観点から、

株式などのものを分離課税にしているという

ことなのです。また、通算の範囲についても、

そもそも金融に関する費用や損失を金融に関

する収入から控除することが本来の姿である

という点からすれば、この点も金持ちを優遇

するための理屈ではないということがいえる

のではないかと思います。 

Ⅳ 老後資産形成支援と格差社会への対応 

 さて、さはさりながらいろいろと問題はあ

るわけでありまして、突き付けられた問題の

二つをお話したいと思います。一つは格差社

会への対応です。もう一つが高齢化社会への
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対応、この二つが金融税制に突き付けられた

今日的な大きな論点ではないかと思います。 
 結論から申しますと、格差社会への対応は

金融税制だけではいかんともし難いと思いま

す。そういう意味では、金融所得一体化課税

制度の限界をお示ししなければなりません。

他方、高齢化社会への対応については、金融

税制においても何らかの対応ができるのでは

ないか、そういう意味で、可能性のお話をし

たいと思います。限界と可能性の話を今日の

社会的問題と兼ね合わせてご説明申し上げた

いと思います。 
１ 格差社会への対応 

 各国では格差社会に対してどのような対策

を練っているのかということを若干ご紹介し

たいと思います。 
 政府税制調査会は格差社会に対してどうい

う対応をすべきなのかということについて、

「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」

というものを示しております。 
 次の引用をご覧ください。いわゆる「給付

つき税額控除」（税制を活用した給付措置）の

議論なんていうものが示されておりますが、

近年、アメリカ、カナダ等の諸外国では、税

制の在り方として税額控除というものを発展

させた形で、「給付つき税額控除」というもの

を展開しております。これは別にアメリカ、

カナダだけではなくて様々な国が比較的類似

した制度を採用しておりまして、例えば、イ

ギリスでは 1975 年の段階で「EITC」という

「勤労税額控除」制度を導入しているのです。 
 
(7) いわゆる「給付つき税額控除」（税制

を活用した給付措置）の議論 
 近年、アメリカ、カナダ等の諸外国では、

給付と組み合わされた税額控除制度が導入

されているが、我が国でもこうした制度の

導入を検討してはどうかという議論があ

る。このような制度は、課税最低限以下の

低所得者に対して、税額控除できない分を

給付するという仕組みであり、若年層を中

心とした低所得者支援、子育て支援、就労

支援、消費税の逆進性対応といった様々な

視点から主張されている。また、税と社会

保障を一体的に捉え、社会保険料負担を軽

減する観点から本制度を利用している国も

ある。 
 国民の安心を支えるため、持続可能で安

心できる社会保障制度の構築とそのための

安定的な財源の確保が重要な課題となって

いる中、このような視点から議論を行って

いくことには意義がある。 
 他方で、今後議論すべき課題も多く残さ

れている。まず、この制度が給付としての

性格を有するものであることを踏まえる必

要がある。その上で、課税最低限以下の者

に対する公的給付の必要性について、社会

保障政策の観点から、既存の給付や各種の

低所得者対策との関係を踏まえて整理が行

われる必要がある。また、資産保有状況等

と関係なくある年の所得水準に基づいて給

付することが適切か、財源をいかに確保す

るか、さらには、給付に当たって適正な支

給の方策、とりわけ正確な所得の捕捉方法

をどう担保するか、といった論点がある。

この制度については、以上を踏まえ、諸外

国の実施状況等を参考にしながら、その制

度化の可能性や課題について議論が進めら

れていく必要がある。 
 
 これはどういうものかというと、「負の所得

税」といった方が分かりやすいかもしれませ

ん。所得税というのは税金なので、税務署に

納めることはあっても税務署からお金をもら

うことはないですよね。税務署に納税するの

が「正の所得税」だとすると、税務署からお

金をもらうのを「負の所得税」というふうに

言った方がわかりやすいかもしれません。す

なわち、一定レベルで税額控除という控除を

作ってですね、本当だったら控除を受けられ
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る人は税金の還付を受けるわけですが、還付

というのは皆さんのイメージどおり納付した

税金を返してもらうところまでですよね。す

なわち、税金の納付があった人だけを対象と

するのが還付ということですが、税額控除の

適用によって還付を受けるだけではなく、還

付額以上に税額控除がある場合には、つまり

控除額を引き切れなくて残りがあったり、あ

るいは最初から納付税額がなくて、還付され

る税額がなく、税額控除だけがあるような場

合に、その分だけ税務署からお金をもらうこ

とができるというものです。 
 格差の中でもどういう人を救うのかという

照準は、各国の政策に委ねられますが、例え

ば一つのやり方としては、ワーキングプアこ

そが問題だと位置づけたとします。すなわち、

働いても一定程度以上の水準の所得が得られ

ないという人に対する救済策が必要であると

します。そのための政策として、例えば、イ

ギリスの例でいえば、1 週間に 16 時間以上働

けば基準を満たすとして働いた金額に応じて

税額控除額が増える仕組みを採用しています。

ですから働けば働くほど控除額が増えるわけ

ですね。そういう意味では、税額控除を受け

るために働こうということになる。労働に対

するインセンティブがあるといえましょう。 
 もっとも、一定金額以上まで稼げれば、そ

れ以上は救済の必要がなくなりますので、上

限を決めるわけですが、一定程度の所得水準

の人までは働けば働くほど税額控除が増加す

るという仕組みとし、仮に税額控除が税金の

還付額以上であれば、その分は税務署からお

金の支給があるというわけです。その際の労

働時間については、源泉徴収票のようなもの

に労働時間が書き込まれていればその証明に

なりますし、仕組みとしてはいろいろと考え

られるわけです。大切なのは、働けば働くほ

ど税額の控除が増えるということ、税務署に

それを申告することによって納付していた税

金は還ってきますし、まださらに余分があれ

ばその分は国から補助金としてもらえるとい

う仕組みです。 
 オランダも実施しております。オランダで

は、失業手当を充実させてしまうと働かない

方にインセンティブが働いてしまうので（働

かないようにしたいという気持ちになってし

まいますので）、あえて失業手当をガクンと下

げてその分税額控除を導入しているわけです

ね。そうすることによってやる気を起こさせ

ようという形で、「ポバティトラップ

（Poverty Trap）」すなわち、「貧困の罠」か

ら抜け出させるための方策を考えております。 
 多くの国が類似の制度を採用しているので

すが、実はこういう議論は諸外国でやってい

るだけではなくて、我が国でも考えた方がい

いのではないかということは既に税制調査会

でも言われているのです。それが前の引用部

分です。4 行目には、「若年層を中心とした低

所得者支援、子育て支援、就労支援、消費税

の逆進性対応といった様々な視点から主張さ

れているが、こういうことも考えていく必要

がある」、とされており、「議論を行っていく

ことには意義がある」と答申されているわけ

です。 
 また、社会保障国民会議最終報告でも、「低

所得者対策の見直し」として、制度横断的な

改革の必要性が指摘されています。 
 
 社会保障制度が持つリスクヘッジ機能の

強化、適時適切なサービス提供の実現とい

う観点から、①高額療養費制度の改善（現

物給付化など）、②低所得者対策の見直し

（制度横断的な改革）を行うべき。IT の活

用や社会保障番号制の導入検討を積極的に

推進すべきである。 
（平成 20 年 11 月 4 日「社会保障国民会議

最終報告」より） 
 
 他方で、これを巡っては様々な論点があり

ます。例えば、税の役割をすでに超えている
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のではないかという疑問もあります、すなわ

ち、社会保障をすることまで税が本来任され

た役割ではないのではないかという問題です。

あるいは、行政改革の問題があります。すな

わち、税金については国税庁が担当し、生活

保護支給などについては厚生労働省が担当し

ている仕事ですね。二つの役所の担当部署を

くっつけるのかくっつけないのかといった議

論もあり得るわけです。 
 あるいは税額控除を受ける資格という点で

も問題があります。すでに莫大な資産を影に

隠れて持っていたとしたらどうですか、そう

いう人でも申告をすると還付金がもらえるな

どというのは問題がありそうですね。その人

は、本当はちっとも働かなくても憲法が保障

する文化的生活を営むことができる人かもし

れません。この辺りのことを見極めなくては

ならないわけです。本当のワーキングプアな

のかワーキングプアの振りをして税務署に申

告にくるけど実はすごい財産を持っている人

か分からない、その見極めのためには、何ら

かの資産調査が必要になってくるかもしれま

せん。これは、「ミーンズテスト（Means 
Test）」というものです。 
 各申告者について、どの程度の資産がある

のかという点を調査しなければ、適正な給付

付きの税額控除を実施することができないと

いうことであれば、税務職員が今生活保護給

付について生活保護調査員が行っているよう

な調査をやらなくてはならないのかどうかと

いう問題であります。あるいはこの問題はも

う少し突き詰めて考えると、企業が賃金を上

げないですむことを国が補助してあげている

ような形になっているとみることもできるわ

けです。企業の賃金アップ、すなわち本当は

もっと賃金を払えれば払えたにもかかわらず、

「その分だけ国が補助金で出してくれるので

あれば払わなくて済む」、というふうに企業が

考えるとすれば、賃金アップに対するマイナ

スのインセンティブが働いてしまうという問

題もあります。最低賃金制度などとの関係も

十分に議論しなければならないように思われ

ます。もちろん財源をどこから捻出するのか

という問題も大きな論点ですし、支給方法な

どについての問題などもあります。これは、

まだまだこれから議論をしていかなければい

けない話です。ただし、では全くずっと導入

されない遠い未来の問題なのか、というとそ

うではないと思います。 
 次の引用をご覧ください。この「特別減税

等の実施について」というのは、第一次経済

対策、正確な名称は「安心実現のための緊急

総合対策」です。平成 20 年 8 月の政権交代

前には、実はこういうことを明記していたの

です。今日、現在、「生活支援定額給付金」と

いう名称で議論されているものは、当初は「特

別減税」ということでした。特別減税だと税

金を納付した人に還付金はありますが、税金

を納付していない人には何の恩恵もない、と

いうことが議論されたわけです。 
 
(2) 特別減税等の実施について 
○ 特別減税の実施 
 物価高、原油高の経済環境の変化に対応

するため、家計への緊急支援として、定額

控除方式による所得税・個人住民税の特別

減税を単年度の措置として、平成２０年度

内に実施するため、規模・実施方式等につ

いては、財源を勘案しつつ、年末の税制抜

本改革の議論に併せて引き続き検討する。

 
○ 臨時福祉特別給付金の実施 
 特別減税の実施に関連し、老齢福祉年金

の受給者等に対する臨時特例の単年度の措

置として、臨時福祉特別給付金を支給する

ため、規模・実施方式等については、特別

減税の検討とあわせ引き続き検討する。 
 
 そこで、二つ目のパラグラフをご覧いただ

くと、「臨時福祉特別給付金の実施」と書いて
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あります。正にこれが「負の所得税」的なも

のなのです。ですから、税制調査会でこうい

う議論も必要ですね、諸外国も実施していま

すねと言っていた話は目の前に実際に実施さ

れることで議論が進んでいたとみることもあ

ながち間違った議論ではないわけです。「臨時

福祉特別給付金」というのはまさに、税金を

還付できなかった人にどう補助金を支給する

のかという話だったわけです。ところが、こ

の話にはその後落ちが付いておりまして、平

成 20 年 10 月 30 日の「生活対策」では名称

が変わり、今日現在（平成 20 年 11 月 12 日）

のところ「生活支援定額給付金」として議論

されていると思います。結果的には給付金制

度の仕組みになりそうですね。 
 こういう話になってしまったので「負の所

得税」という性質のものではなくなりました

が、導入直前の議論が最近もなされていると

いうことをご紹介いたしました。過去に類似

の措置が採られたこともありますし、そうい

う意味では、今後導入の可能性はないことは

ないと思います。もっとも、これはむしろ金

融税制の話ではなくて、セーフティネットの

方策として、「持たざる人」に対する税制上の

措置という議論であります。次の、高齢化社

会への対応の話はむしろ金融税制でもできる

のではないか、という観点であります。 
２ 高齢化社会への対応 

 金融所得に対する税制について取り上げて

考えるという論題でありますのに、例えば、

利子に対して税金がかかるということを当た

り前のようにお話を進めてきました。 
 しかし、よく考えてみてください。利子所

得って何でしょうか。例えば、私は大学の教

員として給与をもらっているわけですね。そ

の給与所得には所得税がかけられておりまし

て、私の手元に来た現金は、既に税金を払っ

た後のものというわけです。源泉徴収されて

いてその残りが使えるお金というわけです。

私は、そのお金を銀行に預けたのです。その

お金は税引き後なのです。そのお金を銀行に

預けて、利子からまた税金が引かれるってい

うのは二重課税じゃないのか、という疑問が

おきはしませんでしょうか。また、利子に税

金がかかるということは、資産形成をしない

方向にインセンティブが働くということにも

なります。なぜなら、もらった給与を使って

しまえば税金かからなかったのに、使わずに

銀行に預けておいたがために税金がかかって

しまうというように見ることもできるのです

からです。 
 そうすると、ライフサイクルの観点から考

えると、将来的に老後生活を充実させるため

には少しでも預金したり金融商品を購入して

おこうと、皆さんもそう考えますよね。しか

し、金融所得に対する税金がかかるのです、

果実には。ですから貯めずに使った方がいい

などという乱暴な議論にもなりかねません。 
 ですから、現行の税制は見方によっては、

ライフサイクルにおける中立性が阻害されて

いるなどという見方もできるといわれており

ます。若いころと年を取ってからの間の中立

性の問題です。中立性には二つお話を申し上

げましたが、実はもう一点あって、ライフサ

イクルの観点からの中立性を阻害していると

いう議論があります。資本に対する蓄積に悪

影響を与えているとみる見方もあるわけです。 
 そういう悪影響を与えないためにはどうし

たらいいのかということで、従来から、支出

税論とか消費課税論とかが提唱されてきてお

ります。すなわち、貯蓄に対しては税金を課

さない仕組みが考えられてきたのです。アメ

リカでは、「フラット・タックス（Flat Tax）」
という議論がありまして、「ホールとラブシュ

カ（Hall－Rabushka）」という学者による非

常に有名な議論があるんですが、貯蓄には税

金を課さない仕組みというのを用意すべきな

のではないかと言われてきたのですが、そう

はなってはおりません。 
 このような考え方を採らずとも、現行税制
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でも貯蓄や投資の果実に対して課税しない仕

組みを採ればですね、貯蓄や投資を奨励する

ことになるのではないか、すなわち、お年寄

りになるまで財産を形成するということに対

して、あるいは「持たざる者」が「持てる者」

への移行の過程で蓄財を貯めるときに支援が

できるのではないか、というふうにも考えら

れるわけです。 
 もっとも、この観点は、先ほど来申しあげ

ている「貯蓄から投資へ」という観点からす

れば、若干の違和感を覚える方もいるのでは

ないかと思います。この話は投資のみならず

貯蓄の優遇でもありますので、それでは「貯

蓄から投資へ」というスローガンをベースと

する金融所得一体化課税の観点からはずれて

いるように思われるからです。したがって、

「貯蓄から投資へ」という文脈ではないとこ

ろに金融所得一体化課税を位置付けることが

できるとするならば、整合性の問題なくこの

議論も展開することができるのではないかな

どと思うわけです。 
 ただ、そうはいっても、この資産形成支援

の議論はまさに政策的な観点から打ち出され

ているものであるということは付け足してお

伝えしておきましょう。 
 さて、図表 5 をご覧ください。米国では

「IRA(アイアールエー）」というのがありま

して、これが修正されて「Roth IRA（ロス・

アイアールエー）」という制度が採用されてお

ります。あるいは図表 6、イギリスでは、「ISA
（アイサ）」という制度が導入されております。

どういうものかと言いますと、給与所得はす

でに所得税の税引後ですが、その税引き後の

給与を貯蓄や投資に回し、資産形成のための

口座に入れれば、運用時に得られた果実には

税金がかかりません。そして、老後の給付時

に、すなわち引き出した時にも税金がかから

ないようにします。そこでは、貯蓄や投資の

時すなわち、拠出時に非課税とするような配

慮もしないというわけです。現行の我が国の

所得税法では、拠出時に社会保険料控除や生

命保険料控除などを認めているため、非課税

扱いとなる場面もあるのですが、そうではな

くて、拠出時には何も非課税措置を設けずに

そのままにしておいて、給付時に非課税にす

る、すなわち老後に使うときに税金をかけな

いように、非課税措置を講ずるわけです。 

 
〔図表 5〕【IRA の概要】2 
制度概要 IRA（Individual Retirement Arrangement）は、米国の個人退職年金制度。

課税タイミングによって、従来の IRA と Roth IRA の 2 種類がある。 
 拠出時 運用時 給付時 
従来の IRA  所得控除あり（非

課税）（注） 
非課税 課税 

課税方式 

Roth IRA  税引後所得から拠

出 
非課税 非課税（運用益

非課税） 
拠出額の上

限 
年間$5,000 または年間報酬の 100%のいずれか少ない方まで拠出が可能。50
歳以上は、キャッチアップ拠出として、さらに$1,000 の拠出が可能。 

運用商品の

規制 
銀行預金、投信、債券、株式、不動産証券化商品、アニュイティ（年金）など、
幅広く認められている。貴金属、収集品、実物資産、生命保険、証拠金取引は
不可。 

給付開始要

件 
59.5 歳に到達、死亡、障害、高額医療費の支出、1 回目の住宅購入、高等教育
費の支出のいずれかに該当する場合。これらの要件に該当しない場合の給付
は、10％のペナルティ課税。 
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（注）職場の退職給付制度に、(a)加入していない場合は年間$4,000 まで所得控除可、(b)加入している場合は所得が高

くなるにつれ控除可能額が減額される。(b)の場合も、所得控除なしの拠出であれば、所得控除ありの拠出と合わ

せて$4,000 まで行える。 

 
〔図表 6〕【ISA の概要】2 
制度概要 ISA（Individual Savings Account）は、英国の個人向け投資・貯蓄奨励制

度。 
拠出時 運用時 引き出し時 課税方式 
税引後所得から拠出 非課税 非課税（運用益非課税）

拠出額の上限 上限 7,200 ポンド。そのうちキャッシュ（銀行預金等）への投資上限は 3,600
ポンド。 

運用商品の 
規制 

キャッシュの ISA 口座と株式等（株式、投信、保険）の ISA 口座を開設す

ることができる。 
引き出しに係

る制限 
引き出し回数、引き出しの時期（年齢）に関する制限はない。 

 
〔図表 7〕【IRA 型、Roth IRA・ISA 型にみる税引後手取り額の比較】2 
 拠出額 拠出時の 

納税額 
10 年後の 
元本＋運用

益 

10 年間の 
納税額 

10 年後の 
税引後手取り

額 

①IRA 型 

100 非課税 163 33 130 

②Roth IRA 
・ISA 型 

80 20 130 非課税 130 

③所得課税 

80 20 126 8 118 

（注１） 拠出前の所得 100、利回り 5％、税率 20％（所得区分にかかわらず一定）と仮定す
る。 

（注２） IRA（Individual Retirement Arrangement）は、米国の個人退職年金制度で、拠出
時非課税、運用時非課税、引き出し時課税の通常の IRA 型と、税引後所得から拠出し、
引き出し時に非課税となる Roth IRA 型がある。また、ISA（Individual Savings 
Account）は、英国の個人向け投資・貯蓄奨励制度で、税制面では、Roth IRA 型と同
じ仕組みである。 

（注３） 所得を課税ベースとする所得課税の場合、毎年の運用益に対して課税される。 
 

80×(1.05)10

100×(1.05)10
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 これは実際にアメリカやイギリスで採用し

ている制度ですが、こういう考え方を我が国

でも採り入れられないのかどうかということ

が議論されております。まだ具体的なところ

までには至っておりませんが、日経新聞でも

数日前に報道されておりました。この「Roth 
IRA」あるいはイギリスがやっている「ISA」

というような制度を導入して、私が申し上げ

た老後の資産形成のための貯蓄や投資に対す

るインセンティブを付与する仕組みが議論さ

れているわけです。老後の給付時に、あるい

は運用時に果実には税金がかからないような

仕組みにし、具体的に口座を指定して、そこ

に貯蓄や投資元本を投入するというような仕

組みが考えられます。つまり、ボックス的な

ものを用意しておいて、特定口座でもいいの

ですが、そこに貯蓄や投資元本を投入する限

りは税制上優遇することとし、蓄財が貯まっ

てお年寄りになって給付を受ける時には税金

がかからない仕組みを考えることも有用であ

るように思われます。 
 もっとも、我が国でも、従来から「401K」

ということで確定拠出型の年金について税制

上の恩恵が与えられる仕組みにはなっており

まして、現在の「401K」を今後どのように発

展させるのかということに大きな期待が寄せ

られている、というのが現状認識でございま

す。 
 
結びに代えて 
 本日、私が申し上げた話は、流動する政策

論争との関わりが強いものでもありますので、

議論は、日々変化を見せております。本日の

話を契機に、税という切り口から社会の在り

方を見る、あるいは国が税制を使ってどのよ

うにして国民の老後資産形成に関わっていく

のかその態度を皆さんが自身のものとして見

つめる、そういう気持ちで新聞なりニュース

に接していただければ、税金というものがよ

り身近になるのではないか、というようなこ

とを考えつつ、本日のお話を終わらせていた

だきたいと思います。ご清聴誠にありがとう

ございました。 
                                                      
1 大和総研編『税金読本〔2008 年度版〕』等に基

づき、筆者も在籍する金融税制研究会（座長：森

信茂樹教授）の事務局にて作成したもの(平成 21
年 10 月金融税制研究会『金融所得一体課税～個

人金融資産 1,500 兆円の活用に向けて～』37 頁

(別紙 1))。 
2 金融税制研究会･前掲注１、別紙 3、4。 


